自治会デジタル化推進事業補助金の申請手順
	
	自　治　会
	市
	備　　考

	事業実施年度の４月から受付
	交付申請

・補助金交付申請書（様式第１号）

・事業実施内容が分かる資料

・見積書等
	
	事業実施のために提供されるサービス内容と実施経費が確認できる書類を添付してください。

	
	
	審査の後、補助金交付決定通知書を送付
	申請受理してから１～２週間程度必要です。

	事業完了後（３月末までに提出が必要）
	実績報告

・実績報告書（様式第６号）

・領収書等
	実施内容の審査の後、補助金確定通知書を送付
	自治会が経費を負担したことが分かる書類を添付してください。

	
	交付請求

・補助金交付請求書（様式第８号）
・口座振替支払依頼書


	
	

	
	
	補助金を交付
	請求後、１ヶ月程度かかります。


注意事項
☆実績報告及び交付請求は必ず当該年度内（３月３１日まで）におこなって下さい。（支払いが年度末になる場合は、提出資料の取りまとめ準備や窓口でのご相談をお早めにお済ませください。）

☆補助の対象となる経費は申請する年度の４月１日から３月３１日までに支払いが完了するものに限ります。
☆補助金の交付決定後に、申請内容に変更が生じた場合は、補助金変更承認申請書（様式第４号）にて、事前に市の承認が必要となる場合がございますので、必ずご相談ください。
